
平成２３年浜松市規則第４５号 

 

浜松市産業廃棄物の適正な処理に関する条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、浜松市産業廃棄物の適正な処理に関する条例（平成２３年浜松市条

例第４４号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定める。 

（産業廃棄物の発生量が小規模な事業場） 

第２条 条例第８条第１項の規則で定める事業場は、直前５年間の産業廃棄物の平均的な

発生量が年間１０トン未満であって、かつ、直前５年間の特別管理産業廃棄物の平均的

な発生量が年間０．５トン未満である事業場とする。 

（産業廃棄物管理責任者等の設置等の報告） 

第３条 条例第８条第５項及び第９条第１項の規定による報告は、産業廃棄物管理責任者

等設置・変更報告書（第１号様式）により行わなければならない。 

２ 前項の産業廃棄物管理責任者等設置・変更報告書（条例第８条第５項の規定による報

告（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「法」とい

う。）第１２条の２第８項に規定する特別管理産業廃棄物管理責任者を産業廃棄物管理責

任者とする場合の報告に限る。）及び条例第９条第１項の規定による報告に係るものに限

る。）には、当該設置又は変更に係る者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭

和４６年厚生省令第３５号。以下「省令」という。）第８条の１７に規定する資格を有す

ることを証する書類の写しを添付しなければならない。 

３ 条例第８条第６項及び第９条第２項の規定による報告は、産業廃棄物管理責任者等廃

止報告書（第２号様式）により行わなければならない。 

（実地確認しなければならない施設等） 

第４条 条例第１０条第１項の規定による確認は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める施設について行わなければならない。 

 (1) 産業廃棄物の運搬を委託しようとする場合であって、当該委託を受けようとする産

業廃棄物処理業者が当該委託に係る産業廃棄物の保管を行うとき。 当該保管が行わ

れる施設（当該保管に係る産業廃棄物の積替えが行われる施設を含む。以下「運搬が

行われる施設」という。） 

 (2) 産業廃棄物の処分を委託しようとするとき。 当該委託に係る処分が行われる施設

（当該処分に係る産業廃棄物の保管が行われる施設を含む。以下同じ。） 

２ 条例第１０条第１項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

 (1) 当該委託に係る運搬が行われる施設又は処分が行われる施設の状況 

 (2) 当該委託に係る運搬が行われる施設又は処分が行われる施設における産業廃棄物の

処理の状況 



（実地確認に係る記録） 

第５条 条例第１０条第２項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 前条第２項各号に掲げる事項 

(2) 確認を行った年月日 

 (3) 確認を行った者の氏名 

（継続的委託） 

第６条 第４条第１項の規定は、条例第１０条第３項の規定による確認について準用する。

この場合において、第４条第１項第１号中「委託しようとする」とあるのは「委託する」

と、「委託を受けようとする」とあるのは「委託を受ける」と、「が行われる施設」とあ

るのは「の実施に係る施設」と、同項第２号中「委託しようとする」とあるのは「委託

する」と、「が行われる施設」とあるのは「の実施に係る施設」と読み替えるものとする。 

２ 条例第１０条第３項の規則で定める事項は、次のとおりとする。 

 (1) 当該委託に係る運搬又は処分の実施の状況 

 (2) 当該委託に係る運搬の実施に係る施設又は処分の実施に係る施設の状況 

 (3) 当該委託に係る帳簿（法第１４条第１７項又は第１４条の４第１８項において準用

する法第７条第１５項の帳簿をいう。）その他の関係書類の保存の状況 

３ 前条の規定は、条例第１０条第４項において準用する同条第２項の規則で定める事項

について準用する。この場合において、前条第１号中「前条第２項各号」とあるのは、「第

６条第２項各号」と読み替えるものとする。 

（事前協議） 

第７条 条例第１３条第１項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 事業者等（条例第１３条第１項の事業者等をいう。以下同じ。）の氏名及び住所（法

人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 

(2) 県外産業廃棄物（条例第１３条第１項の県外産業廃棄物をいう。以下同じ。）を生じ

る事業場の名称及び所在地 

 (3) 県外産業廃棄物を生じる事業場が建設工事（法第２１条の３第１項の建設工事をい

う。以下同じ。）の現場である場合にあっては、当該建設工事の注文者の氏名及び住所

（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 

(4) 搬入しようとする県外産業廃棄物の種類及び数量 

 (5) 県外産業廃棄物の搬入期間 

 (6) 県外産業廃棄物を搬入する理由 

 (7) 県外産業廃棄物を生じた施設の排出工程 

 (8) 県外産業廃棄物の搬入を行う者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表

者の氏名及び主たる事務所の所在地） 

 (9) 県外産業廃棄物の処分を行う者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表

者の氏名及び主たる事務所の所在地） 



 (10) 県外産業廃棄物の処分の方法及び当該処分が行われる施設の設置場所 

 (11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項 

２ 条例第１３条第１項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当

該各号に定める期間とする。 

 (1) 法第１２条第５項の最終処分をするために搬入しようとする場合 １年 

 (2) 前号の最終処分以外の処分をするために搬入しようとする場合 ３年 

３ 条例第１３条第２項の協議書の様式は県外産業廃棄物搬入処分協議書（第３号様式）

とし、同項の規則で定める図書は次に掲げる図書とする。 

 (1) 県外産業廃棄物を生じる事業場における事業活動の概要が分かる書類 

(2) 県外産業廃棄物を生じる事業場が建設工事の現場である場合にあっては、当該建設

工事の請負について注文者との間で締結した契約書の写し 

 (3) 県外産業廃棄物（市長が別に定めるものに限る。）について、条例第１３条第２項の

協議書を提出する日前１年以内に市長が別に定める項目の分析を行った結果を証する

書類の写し 

 (4) 県外産業廃棄物の写真 

 (5) 市内処分業者（条例第１３条第１項第１号の市内処分業者をいう。以下同じ。）に県

外産業廃棄物の処分を委託する場合にあっては、当該処分の委託について市内処分業

者との間で締結した契約書の写し 

 (6) 県外産業廃棄物の搬入又は処分を行う産業廃棄物処理業者の産業廃棄物処理業又は

特別管理産業廃棄物処理業に係る許可証の写し 

 (7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める図書 

（協議を要しない変更） 

第８条 条例第１４条第１項第１号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 事業者等の氏名又は住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事

務所の所在地） 

 (2) 県外産業廃棄物を生じる事業場の名称又は所在地（当該事業場を変更する場合にお

ける名称又は所在地を除く。） 

(3) 県外産業廃棄物を生じる事業場が建設工事の現場である場合における当該建設工事

の注文者の氏名又は住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務

所の所在地） 

 (4) 県外産業廃棄物の搬入期間の開始日（開始日を繰り上げる場合であって、搬入期間

が延長されることがないように搬入期間の終了日を繰り上げる場合に限る。） 

 (5) 県外産業廃棄物の搬入を行う者 

 (6) 県外産業廃棄物の搬入を行う者の氏名又は住所（法人にあっては、その名称、代表

者の氏名又は主たる事務所の所在地。当該搬入を行う者を変更する場合における氏名

又は住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地）を



除く。） 

(7) 県外産業廃棄物の処分を行う者の氏名又は住所（法人にあっては、その名称、代表

者の氏名又は主たる事務所の所在地。当該県外産業廃棄物の処分を行う者を変更する

場合における氏名又は住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事

務所の所在地）を除く。） 

(8) 県外産業廃棄物の処分が行われる施設の設置場所（当該施設を変更する場合におけ

る設置場所を除く。） 

２ 条例第１４条第１項第２号の規則で定める軽微な変更は、次のとおりとする。 

 (1) 県外産業廃棄物の種類の減少（新たな種類の県外産業廃棄物を加える場合を除く。） 

 (2) 県外産業廃棄物の数量の減少 

 (3) 県外産業廃棄物の搬入期間の短縮（搬入期間の開始日を繰り上げる場合及び終了日

を繰り下げる場合を除く。） 

（変更の協議） 

第９条 条例第１４条第２項において準用する条例第１３条第２項の協議書の様式は県外

産業廃棄物搬入処分変更協議書（第４号様式）とし、同項の規則で定める図書は第７条

第３項各号に掲げる図書のうち当該変更に係るものとする。 

（変更の届出） 

第１０条 条例第１４条第３項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める日までに行わなければならない。 

 (1) 第８条第１項第５号に掲げる事項の変更をしようとする場合 変更をしようとする

日の１５日前の日 

 (2) 前号の変更以外の変更をしようとする場合 変更をしようとする日 

２ 条例第１４条第３項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該

各号に定める様式により行わなければならない。 

 (1) 第８条第１項第４号に掲げる事項の変更をしようとする場合 県外産業廃棄物搬入

期間開始日繰上届（第５号様式） 

 (2) 前号の変更以外の変更をしようとする場合 県外産業廃棄物搬入処分協議事項変更

届（第６号様式） 

（搬入の状況の報告等） 

第１１条 条例第１６条の規定による報告は、毎年６月３０日までに、その年の３月３１

日以前の１年間に市内の処分が行われる施設に搬入した県外産業廃棄物について、県外

産業廃棄物搬入状況報告書（第７号様式）又はこれに記載すべき事項を記録した電磁的

記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式

で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして市長が

定めるものをいう。以下同じ。）により行わなければならない。 

（処理状況の報告） 



第１２条 条例第１８条第１項の規定による報告は、毎年６月３０日までに、その年の３

月３１日以前の１年間における産業廃棄物の処理の状況に関し、次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定める様式又は当該様式に記載すべき事項を記録した電磁的記録に

より行わなければならない。 

 (1) 法第１４条第１２項の産業廃棄物収集運搬業者又は法第１４条の４第１２項の特別

管理産業廃棄物収集運搬業者 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬状況報告書

（第８号様式） 

 (2) 法第１４条第１２項の産業廃棄物処分業者又は法第１４条の４第１２項の特別管理

産業廃棄物処分業者 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処分状況報告書（第９号様式） 

（維持管理に関する基準） 

第１３条 条例第２１条第１項の規則で定める生活環境の保全上必要な基準は、次に定め

る基準（法第１５条第１項に規定する産業廃棄物処理施設にあっては第２号及び第３号

に定める基準、産業廃棄物の積替え又は保管（以下「積替保管」という。）を行う施設に

あっては第３号に定める基準）とする。 

(1) 省令第１２条の６及び第１２条の７に定める維持管理の技術上の基準 

(2) 見やすい箇所に次に掲げる事項を記載した縦及び横それぞれ６０センチメートル以

上の掲示板を設けること。 

ア 産業廃棄物を処理する施設であること。 

イ 処理の方法 

ウ 処理する産業廃棄物の種類 

エ 設置者の氏名又は名称及び連絡先 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が別に定める生活環境の保全上必要な基準 

（施設の公表） 

第１４条 条例第２４条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 大気質、騒音、振動、悪臭、水質、地下水又は土壌に係る測定に関する次に掲げる

事項 

ア 当該測定を行った位置 

イ 当該測定を行った年月日 

ウ 当該測定の結果の得られた年月日 

エ 当該測定の結果 

(2) 処理した産業廃棄物の各月ごとの種類、数量及び処理方法（産業廃棄物の積替保管

を行う施設を除く。） 

 (3) 積替保管を行った産業廃棄物の各月ごとの種類、数量及び運搬先での処理方法（産

業廃棄物の積替保管を行う施設に限る。） 

(4) 前３号に掲げるもののほか、産業廃棄物処理施設等の維持管理に関する点検、検査

その他の措置の記録 



２ 設置事業者は、前項に規定する事項について、当該事実が発生した日（前項第１号に

掲げる事項にあっては、当該測定の結果の得られた日）の属する月の翌月の末日までに

公表し、かつ、公表した日から起算して３年を経過する日までの間、公表するよう努め

なければならない。 

（公表の方法） 

第１５条 条例第２５条第１項及び第２６条の規定による公表は、浜松市公告式条例（昭

和２５年浜松市条例第２３号）に定める掲示場への掲示その他市長が適当と認める方法

により行うものとする。 

（身分証明書の様式） 

第１６条 条例第２８条第２項の身分を示す証明書の様式は、身分証明書（第１０号様式）

とする。 

 （細目） 

第１７条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この規則は、平成２４年１月１日から施行する。 



第１号様式（第３条関係） 

年  月  日   

  （あて先）浜松市長  

住所（所在地）               

 

報告者 氏名（名称及び代表者氏名）         

 

電話番号                  

 

産業廃棄物管理責任者等設置・変更報告書 

 

産業廃棄物管理責任者・特別管理産業廃棄物管理責任者の設置・変更をしたので、浜

松市産業廃棄物の適正な処理に関する条例第８条第５項・第９条第１項の規定により、

次のとおり報告します。 

記 

事業場の名称 
 

事業場の所在地 
 

責任者の種類 
１ 産業廃棄物管理責任者 

２ 特別管理産業廃棄物管理責任者 

３ １と２の両方 

役職名・呼称  責 任 者

の 氏 名

等 
氏名  

設置又は変更の理由  

責任者の設置又は変更の

年月日 年   月   日 

 



第２号様式（第３条関係） 

年  月  日   

  （あて先）浜松市長  

住所（所在地）               

 

報告者 氏名（名称及び代表者氏名）         

 

電話番号                  

 

産業廃棄物管理責任者等廃止報告書 

 

産業廃棄物管理責任者・特別管理産業廃棄物管理責任者を置くことを要しなくなった

ので、浜松市産業廃棄物の適正な処理に関する条例第８条第６項・第９条第２項の規定

により、次のとおり報告します。 

記 

事業場の名称  

事業場の所在地  

責任者の種類 
１ 産業廃棄物管理責任者 

２ 特別管理産業廃棄物管理責任者 

３ １と２の両方 

責任者の氏名  

責任者の設置年月日 
      年    月    日 

責任者を置くことを要しなく

なった理由 

 

責任者を置くことを要しなく

なった年月日       年    月    日 

 



第３号様式（第７条関係） 

  年  月  日   

（あて先）浜松市長  

住所（所在地） 
協議者 

氏名（名称及び代表者氏名）    ㊞  

 

県外産業廃棄物搬入処分協議書 

 

県外産業廃棄物の搬入及び処分をしたいので、浜松市産業廃棄物の適正な処理に関す

る条例第１３条第１項の規定により、次のとおり協議します。 

記 

名称  県外産業廃棄

物を生じる事

業場 所在地  

氏名又は名称及び

代表者氏名 
 

注文者 

住所又は所在地  

種類 数量（㎥又はｔ） 処分の方法 

 （   ／月）  

 （   ／月）  

 （   ／月）  

 （   ／月）  

 （   ／月）  

 （   ／月）  

 （   ／月）  

搬入しようと

する県外産業

廃棄物 

 （   ／月）  

搬入期間    年   月   日から   年   月   日まで 

搬入する理由  



県外産業廃棄

物の排出工程 

 

住所又は所在地  

氏名又は名称及び代

表者氏名 
 

許可番号  

搬入を行う者 

積替保管を行う施設

の経由の有無 
有  ・  無 

住所又は所在地  

氏名又は名称及び代

表者氏名 
 

処分を行う者 

許可番号  

名称  処分が行われ

る施設 
所在地  

担当者職氏名  

連絡先 電話番号 

備考 １ 「注文者」の欄は、県外産業廃棄物を生じる事業場が建設工事の現場であ

る場合のみ記入すること。 

 ２ 「数量」の（ ）内には、月間処分量を記載すること。 

 ３ 最終処分場への搬入の場合は、「数量」は㎥で記載すること。 

 ４ 搬入を行う者が複数の場合は、別紙として添付すること。 

 ５ 「許可番号」の欄には、搬入を行う者又は処分を行う者が産業廃棄物処理

業の許可業者である場合に、その許可番号を記載すること。 

 ６ 「積替保管を行う施設の経由の有無」の欄は、該当するものを○で囲むこ

と。 



第４号様式（第９条関係） 

  年  月  日   

（あて先）浜松市長 

 

住所（所在地） 

 

協議者 氏名（名称及び代表者氏名）  ㊞  

 

電話番号 

 

県外産業廃棄物搬入処分変更協議書 

 

県外産業廃棄物の搬入及び処分について協議した事項を変更したいので、浜松市産業

廃棄物の適正な処理に関する条例第１４条第１項の規定により、次のとおり協議します。 

記 

協議結果通

知の年月日

及び番号 

     年   月   日    第     号 

変更事項  

変更前 
 

変更の内容 

変更後 
 

変更の理由 

 

変更年月日 

年   月   日 

 



第５号様式（第１０条関係） 

  年  月  日   

（あて先）浜松市長 

 

住所（所在地） 

 

届出者 氏名（名称及び代表者氏名） 

 

電話番号 

 

県外産業廃棄物搬入期間開始日繰上届 

 

県外産業廃棄物の搬入期間の開始日を変更するので、浜松市産業廃棄物の適正な処理

に関する条例第１４条第３項の規定により、次のとおり届け出ます。 

記 

協議結果通

知の年月日

及び番号 

     年   月   日    第     号 

変更前 
      年    月    日 

搬入期間の

開始日 

変更後 
      年    月    日 

変更後の搬

入期間     年   月   日から    年   月   日まで 

 



第６号様式（第１０条関係） 

  年  月  日   

（あて先）浜松市長 

 

住所（所在地） 

 

届出者 氏名（名称及び代表者氏名） 

 

電話番号 

 

県外産業廃棄物搬入処分協議事項変更届 

 

県外産業廃棄物の搬入及び処分について協議した事項を変更するので、浜松市産業廃

棄物の適正な処理に関する条例第１４条第３項の規定により、次のとおり届け出ます。 

記 

協議結果通

知の年月日

及び番号 

     年   月   日    第     号 

変更事項 

 

変更前 
 

変更の内容 

変更後 
 

変更の理由 

 

変更年月日 
     年   月   日 

 



第７号様式（第１１条関係） 

  年  月  日   

（あて先）浜松市長 

住所（所在地） 

 

報告者 氏名（名称及び代表者氏名） 

 

電話番号 
 

県外産業廃棄物搬入状況報告書 
 

浜松市産業廃棄物の適正な処理に関する条例第１６条の規定により、   年度の県

外産業廃棄物の搬入状況を次のとおり報告します。 

記 

名称  県外産業廃棄物を

生じる事業場 
所在地  

協議結果通知の年

月日及び番号 
年   月   日  第     号 

氏名又は名称及び

代表者氏名 

 処分を行う者 

許可番号  

処分の方法 中間処分   ・   最終処分 

処分が行われる施

設の名称 

 

搬入期間    年   月   日から   年   月   日まで 

産業廃棄物の種類 数量（㎥又はｔ） 搬入を行った者の氏名又は名称及び代表者氏名 

   

   

   

   

   

備考 １ 産業廃棄物の処分が行われる施設が複数の場合には、施設ごとに提出す

ること。 
２ 「許可番号」の欄には、処分を行う者が産業廃棄物処理業の許可業者であ

る場合に、その許可番号を記載すること。 
３ 「処分の方法」の欄は、該当する方法を○で囲むこと。 
４ 最終処分場への搬入の場合は、「数量」は㎥で記載すること。



第８号様式（第１２条関係） 
年  月  日   

（あて先）浜松市長  
住所（所在地） 

 
報告者 氏名（名称及び代表者氏名） 

 
電話番号 

 
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬状況報告書（   年度） 

 
      年度の産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集運搬の状況について、浜松市産業廃棄物の適正な処理に関する条例第１８条第１項の規定に

より、次のとおり報告します。 
記 

許可の種類  許可年月日  許可番号  

委託者 引き渡した者 産業廃棄物・ 
特別管理産業
廃棄物の種類 氏名又は名称 住所又は所在地 

受託量 
（t又は㎥） 

許可番号 氏名又は名称 住所又は所在地 運搬先住所 
運搬先での 
処分方法 

引渡量 
（t又は㎥）

備考 

           

           

           

           

           

備考 １ この報告書は、前年度（４月１日から翌年の３月３１日まで）に処理した産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の量を記載し、６月３０日 
までに提出すること。 

２ 委託者とは、報告者に運搬を委託した者をいい、排出事業者から委託を受け、実際に運搬したものについてのみ記載すること。 
３ 記入欄が不足する場合は、この様式の例により作成した書面に記載して、当該書面を添付すること。 



第９号様式（第１２条関係） 
年  月  日   

（あて先）浜松市長  
住所（所在地） 

 
報告者 氏名（名称及び代表者氏名） 

 
電話番号 

 
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処分状況報告書（   年度） 

 
      年度の産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の処分の状況について、浜松市産業廃棄物の適正な処理に関する条例第１８条第１項の規定により、

次のとおり報告します。 
記 

委託者 受託者 産業廃棄物・特

別管理産業廃棄

物の種類 

処分

方法 
処分量 
(t) 

処分後量 
(t) 許可番号 

氏名又は 
名称 

住所又は 
所在地 

受託量 
(t) 

備考  許可番号 
氏名又は 

名称 
住所又は 
所在地 

委託量 
(t) 

備考 

              

              

              

              

合 計              

備考 １ この報告書は、前年度（４月１日から翌年の３月３１日まで）に処理した産業廃棄物について記載し、６月３０日までに提出すること。 
２ 委託者欄には、報告者に処分を委託した者を記載すること。 
３ 受託者欄には、報告者から処分の委託を受けた者を記載すること。 
４ 記入欄が不足する場合は、この様式の例により作成した書面に記載して、当該書面を添付すること。 
５ 産業廃棄物処理施設ごとの処分実績については、別紙に記載し添付すること。 



別紙 
産業廃棄物処理施設における処分実績報告書（   年度） 

 
当該処理施設での処分 当該処分後の産業廃棄物の処理 

自己処分 委託処理 
収集運搬受託者 処分受託者 

産業廃棄物 
処理施設の

種類 

処分前の産

業廃棄物の

種類 
処分量 
(t） 

処分後の

産業廃棄

物の種類 
排出量 
(t） 処分場所 処分方法 

処分量 
(t) 氏名又は名称 氏名又は名称 処分方法 

委託量 
(t） 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

合   計            

備考 １ 前年度（４月１日から翌年の３月３１日まで）に処理した産業廃棄物について記載し、６月３０日までに提出すること。 
２ 記入欄が不足する場合は、この様式の例により作成した書面に記載して、当該書面を添付すること。 



第１０号様式（第１６条関係） 

第         号  
 

身分証明書  
 

所属  
 
氏名  
 
生年月日  
 

 上記の者は、浜松市産業廃棄物の適正な処理に関する条

例第 28 条第 1 項に規定する立入検査を行う権限を有する者

であることを証明する。  
 

年   月   日  
 

浜松市長         印  

注 大きさは、縦６センチメートル、横８センチメートルとする。 


